
 

静岡県立総合病院における研究データ等の保存に関する規程 

 

（趣旨）  

第１条 この規程は、地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院（以下「病院」という。） 

における公正な研究活動の運営に資することを目的に、病院の研究者が適切に研究データ等の保存を 

行うにあたって必要な事項を定める。  

 

（定義）  

第２条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。  

(1) 研究データ等 研究活動に伴い発生又は使用する、資料・物的資料等のうち、外部に発表した

研究成果に関するものであって、研究者等が当該研究活動の正当性等を説明するために必要とな

るものをいう。  

(2) 資料 研究成果として発表する論文等に用いられる文書、数値データ、画像等の書類、情報及

びデータをいう。  

(3) 物的試料等 研究成果として発表する論文等に用いられる実験試料、標本、装置等の「もの」 

をいう。  

 

（研究データ等の保存期間）  

第３条 資料の保存期間は、原則として当該論文等の発表後10年間とする。  

２ 物的試料等の保存期間は、原則として当該論文等の発表後５年間とする。  

３ 前２項の規定にかかわらず、法令又は規程等において別に定めがある場合又は合理的な事情があ 

る場合については、この限りでない。  

 

（保存・管理及び開示義務） 

第４条 病院の研究者は、合理的な事情がある場合を除き、この規程及び法令又は他の規程等の規定

に基づき、研究データ等を適切に保存・管理しなければならない。  

２ 病院の研究者は、研究不正に係る調査等のために研究データ等の開示が求められた場合は、開示

しないことが合理的であると認められる場合を除き、これに応じなければならない。  

 

（退職等の場合の措置）  

第５条 前２条の規定は、研究者が退職等により病院において研究活動を行わなくなった場合も同様

とする。  

 

（施行の細則）  

第６条 この規程の施行について必要な事項は、院長が定める。  

 

 

付 則 

この規程は、平成 30年７月 10日から施行する。 


